
令和５年度 八重瀬町町民提案型まちづくり事業補助金活用

八重瀬町で頑張っている、素敵な思いを持った皆さんの
個性豊かな手作り商品や作品、サービスが大集合します！

ぜひ、お気軽に足を運んでくれたら嬉しいです！

TSUNAGU YAESETSUNAGU YAESE
11/26○
11：00～16：00

2023年

日

follow me

会場／八重瀬町役場 町民ホール

主催／TSUNAGU YAESE
☎090-8665-0568（仲村）

島尻郡八重瀬町字東風平1188番地

★問い合わせ先★

詳細は随時
Instagramで

アップして
いきます！

ハンドメイド作品や
小物販売

ハンドメイド作品や
小物販売

新鮮野菜販売新鮮野菜販売
ワークショップで体験ワークショップで体験 美容でリラックス美容でリラックス

お知らせお知らせ

 お問い合わせ：住民環境課（マイナンバーカード担当） ☎ 098-998-2443 

マイナンバー 夜間・休日窓口（カード申請・交付）

夜間窓口　17：30～19：30

11月７日（火）・11 月16日（木）
12月７日（木）・12月19日（火）

11月26日（日）
12月10日（日）

休日窓口　9：00～11：30

ホームページ▷

チェック

　役場開庁時間にマイナンバーカードの申請や受取りに来られない方は、夜間・休日窓
口をご利用ください。夜間・休日窓口は完全予約制ですので、前日までにご予約の上、ご
来庁ください。

広告欄

完　全
予約制

※日程を変更する場合があります。詳細は電話や町ホームページでご確認ください。

予約 前日までにお電話等にて。 窓口 住民環境課（役場本庁舎１階）

八重瀬町

11月30日は「年金の日」です
いい　　 みらい

　ご自身の年金記録や年金受給見込額を確
認し、将来の生活設計について考えてみま
せんか。
　「ねんきんネット」をご利用いただくと、パ
ソコンやスマートフォンからいつでもご自身
の年金記録を確認できるほか、ご自身の年
金記録からさまざまな条件を設定した上で、
年金見込額の試算をす
ることもできます。
　詳しくは、日本年金機
構のホームページでご確
認いただくか、那覇年金
事務所にお問い合わせく
ださい。

お問い合わせ｜那覇年金事務所｜☎855-1113

日本年金機構ホームページ
（ねんきんネット） 

納めた国民年金保険料は
全額が社会保険料控除の対象です
　国民年金保険料は所得税法及び地方税
法上、健康保険や厚生年金などの社会保険
料を納めた場合と同様に、社会保険料控除
としてその年の課税所得から控除され、税
額が軽減されます。
　令和５年１月１日から９月30日までの間に
国民年金保険料を納付された方には、11月
上旬に日本年金機構から「社会保険料（国民
年金保険料）控除証明書」が送られる予定で
す。 申告書の提出の際には必ずこの証明書
または領収証書を添付してください。
　また、令和５年10月１日から12月31日ま
での間に、今年はじめて国民年金保険料を
納められた方には、翌年の２月上旬に送られ
る予定です。

お問い合わせ｜住民環境課｜☎998-2443

参 加 者 募 集

港川・長毛（漁業集落排水地区）
新城・後原（農業集落排水地区）の方へ
　現在、浄化槽をご使用し、下水道への切替
えがお済みでない方は、下水道への接続のご
検討をお願いします。

お問い合わせ｜土木建設課｜☎ 098-998-1123

●浄化槽から下水道へ切替えると…。
・ブロアーの管理、電気代が不要となる
・保守点検費用が掛からなくなる
・汚泥の汲み取りが不要となる
・法定検査費用が掛からなくなる
・老朽化に伴う浄化槽本体の交換が不要となる

　切替え工事費用は掛かりますが、
長い目でみると管理費が抑えられる
こともありますので、ぜひご検討くだ
さい。

令和５年 （ノルディックウォーキング）ウォーキング教室ウォーキング教室

期　日

場　所

対象者

定　員

参加費

参加条件

申込期間

申 込 先

教 室 日 程

11月24日～12月26日までの
毎週 火曜日・金曜日
19時30分～21時【全10回】

東風平運動公園陸上競技場

町内在住の成人男女

40名

無料

教室中のケガ、事故等については、主
催者側は応急処置のみ行い、一切の
責任を負いません。自己責任におい
て参加が可能な方。

11月６日（月）～定員に達するまで
８時30分～17時
※当日参加も可能です!!!

八重瀬町教育委員会
スポーツ振興課（東風平運動公園体育館）
TEL：098-998-2140（電話受付可）

令和6年4月から相続登記の

申請が義務化されます

▼詳細はこちらから

～不動産に関するルールが大きく変わります～

①相続登記について ②帰属制度について

いさだくてし択選を』１『→』３『、でのすまれ流がスンダイガ声音※

那覇地方法務局
☎098-854-7950（代表） 

問合せ先等

※令和6年4月より前に相続した不動産も、未登記であれ
ば義務化の対象となります。正当な理由なく義務に違反
した場合、10万円以下の過料の適応対象となります。
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